
 

 

 

【新型コロナウイルス感染症拡大防止について】 
 

感染拡大防止のため、保育所等利用時の体温測定などの体調管理、手洗いや咳

エチケットの徹底等にご協力をお願いします。また、次の項目に該当する方は、

利用を控える等の対応をお願いします。 

 

・37.5℃以上の発熱がある（ただし、解熱後 24時間経過後利用可能） 

・咳や痰などの呼吸器症状、または強いだるさ（倦怠感）がある 

・味覚・嗅覚の異常がある 

・2週間以内に海外渡航歴、または国内流行地域への外出歴(滞在歴)がある 

・2週間以内に新型コロナウイルス感染患者やその疑いがある方と濃厚接触歴がある 
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